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第８章 デフレーターと実質化 

 

１．実質化の意味とデフレーター作成の基本的考え方 

（１）実質化の意味とデフレーター 
一般に、財貨・サービスの価額（金額）の変化は、その財貨・サービスの数量の変化

と価格の変化の組み合わせによって生じる。実質化とは、時価で表示した価額（名目値）

の動きから価格変動の影響を取り除くことであり、実質化された価額を実質値という。

また、価格水準を表す指数をデフレーターという。国民経済計算においては、基準時点

の価格で比較時点の数量を評価した価額をもって実質値とし、「名目値＝実質値×デフ

レーター」という関係を満たすように実質値及びデフレーターを作成する。 
 

（２）指数算式 
国民経済計算では、前暦年基準連鎖方式を採用する。 
実質値は参照年の名目値に連鎖方式ラスパイレス数量指数を乗じたものであり、デ

フレーターは連鎖方式パーシェ価格指数である。 
 

２．実質化のための基本的価格指数の作成 

実質化を行うための基本となる最小単位の価格指数として「基本単位デフレーター」を

作成する。基本単位デフレーターは原則としてコモ法の６桁品目（第２章のとおり、『産

業連関表』の部門分類に基づく）について作成する。 
『産業連関表』の部門分類のうち建設分や、一般政府及び対家計民間非営利団体といっ

た非市場生産者により産出されたサービス分（以下、「政府・非営利サービス」という。）

については、別途推計する。 
 

（１）基本単位デフレーター 
 基本単位デフレーターはコモ法６桁品目について、それぞれ生産、輸入、輸出、家計

消費、総固定資本形成、中間消費の６部門について作成する。 
 ａ．価格指数の対応付け 

基本単位デフレーターは、主として、『国内企業物価指数』（PPI）（日本銀行）、『輸

出物価指数』（EPI）（同）、『輸入物価指数』（IPI）（同）、『企業向けサービス価格指

数』（SPPI）（同）、『消費者物価指数』（CPI）（総務省）、『農業物価指数』（API）（農

林水産省）における各品目の物価指数等を用いて作成する。 
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これらの基礎統計における物価指数を、生産（国内産出額）、輸入、輸出、家計消費

という供給・需要段階（これを系統という。）の価格指数として整理し、コモ法の８桁

品目の各系統に対応させる。 
物価指数が得られない品目については、代替可能な他の物価指数 ２６、若しくは単価

指数等を用いる。単価指数は、価額・数量が得られる品目についてその平均価格を求

めるものである。 
 

図８－１ 基本単位デフレーター推計の状況 

 
ｂ．基本単位デフレーターの作成 

コモ法の８桁品目に対応させた物価指数について、当該物価指数におけるウェイ

トを用いラスパイレス式によりコモ法８桁レベルの価格指数を作成する。次に、当該

価格指数と対応するコモ法８桁品目の名目値をウェイトとしてコモ法の６桁レベル

の価格指数をフィッシャー連鎖式により作成する。 
ここで、基本単位デフレーターを作成する６部門のうち、輸出、輸入、家計消費に

ついてはそれぞれ対応する価格指数系統で推計する。 
一方、生産部門については、国内産出額のうち輸出額に相当する部分には輸出系統

を、国内出荷額に相当する部分には生産系統を対応させて統合する。 
総固定資本形成及び中間消費部門については、総固定資本形成及び中間消費のう

ち輸入品部分には輸入系統を、国内品部分には生産系統を対応させて統合する。 
ｃ．投入コスト型デフレーター 

適当な物価指数が存在しない、あるいは単価指数での対応（価格と数量への分離）

が困難である等の品目（研究・開発や冠婚葬祭等）については、ｂ．で作成した基本

単位デフレーター（中間消費部門）及び『毎月勤労統計』（厚生労働省）の定期給与

指数を用いて、投入コスト型によりデフレーターを作成する。 

                                                   
２６ 例えば、輸出系統において PPI 品目を代用したり、それぞれの系統において当該品目の上位分類（PPI
であれば「商品群」、「小類別」等）を採用する。 
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 ｄ．FISIM デフレーター 
    FISIM デフレーターは、産出額（国内・輸出入）及び消費額（制度部門別）ごと

に名目値を実質値で除すことにより、インプリシットに求める。FISIM の実質額は、

当該期の貸出残高総額と預金残高総額、基準年の運用利子率と参照利子率、調達利子

率と参照利子率との率差（国内・輸出入（借り手側・貸し手側））及び『消費者物価

指数（総合）』により推計する。 
 

 なお、コモ法６桁レベルの基本単位デフレーターについて、４つの系統（生産、輸入、

輸出、家計消費）別の対応する物価指数の詳細（どの基礎統計のどの指数を対応させて

いるか等）に関しては、表８－１の「平成 23 年基準 基本単位デフレーター品目対応

価格指数一覧」を参照されたい。 
 
（２）建設デフレーター 

 建設デフレーターとして計算するのは、①「木造住宅」、②「木造非住宅」、③「非木

造住宅」、④「非木造非住宅」、⑤「建設補修」、⑥「その他建設」、⑦「木造計」（①、

②）、⑧「非木造計」（③、④）、⑨「建設計」（①～⑥）の９品目である。それぞれにつ

いて、コモ法等で推計されるコモ法６桁品目別の暦年値を供給側推計で四半期分割し

た資材投入額と、付加価値額（雇用者報酬）をウェイトとし、基本単位デフレーター（中

間消費部門）と『毎月勤労統計』の定期給与指数（建設業５人以上）により、投入コス

ト型で推計する。 
 しかし、コモ法では、木造・非木造のそれぞれについて住宅・非住宅別は推計されな

い。このため、『建築物着工統計』を進捗ベースに転換したもので木造・非木造の産出

額を住宅・非住宅に分割する。投入内訳については、「建設原マトリックス」をもとに

RAS 法により分割する。なお、RAS 法とは、あるマトリックスが新しい制約条件を満

たすように修正する方法である。 
建設デフレーターの推計にあたっては、四半期ごとに建設マトリックスを作成し、ウ

ェイトとして用いている。「建設原マトリックス」とは、このマトリックスの初期値で

あり、『産業連関表』の投入表等により作成する。なお、平成 17 年基準では『産業連関

表』（５年ごとの基準年）の間で等差補間を行うことにより各年の「建設原マトリック

ス」を推計していたが（つまり、当時の基準年（平成 17 年）以降の「建設原マトリッ

クス」には、平成 17 年の「建設原マトリックス」を使用）、平成 23 年基準ではストッ

ク推計（第 11 章参照）で毎年推計する「建設マトリックス」を、各年の「建設原マト

リックス」として使用する。 
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図８－２  建設マトリックス 

 木   造 非  木  造 建設 その他 
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 付 加 価 値 額         

 産  出  額         

（備考） 

１．網掛けの薄い部分はコモ法等により四半期ごとに値が得られる。 

２．網掛けの濃い部分はコモ法による産出額を『建築物着工統計』を進捗ベースに転

換したもので分割して求める。 

３．RAS(1)は木造及び非木造の資材投入額計と付加価値額を RAS 法で住宅、非住宅に

分割する。 

４．RAS(2)は RAS(1)で求めた資材投入額計を使用して資材投入品目を RAS 法で住宅、

非住宅に分割する。 

 
（３）政府・非営利サービスデフレーター 

ａ．政府・非営利サービスデフレーター 
 政府・非営利サービスのデフレーターは、下記の活動別に、年次、四半期別で作成

する。 
  ・政府サービス…「下水道」、「廃棄物」、「水運施設管理」、「航空施設管理（国公

営）」、「学術研究」、「公務」、「教育」、「保健衛生、社会福祉」、「社

会教育」 
  ・非営利サービス…「自然・人文科学研究機関」、「教育」、「社会教育」、「社会福

祉」、「その他」 
 政府・非営利サービスの生産は、これに要した費用をもって測られており、生産デ

フレーターについても投入コスト型で推計される。研究・開発分に相当する学術研究

（政府）、自然・人文科学研究機関（非営利）以外については、中間消費、雇用者報

酬、生産・輸入品に課される税及び固定資本減耗の名目値をそれぞれに対応するデフ

レーターで実質化して実質産出額を求め、これを用いてインプリシットにデフレータ

ーを求める（学術研究（政府）、自然・人文科学研究機関（非営利）については、前

述（１）ｃ．と同様の投入コスト型により推計する）。具体的には以下のとおり。 

ＲＡＳ(2) ＲＡＳ(2) 

ＲＡＳ(1) ＲＡＳ(1) 
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ｂ．中間消費デフレーター 
 中間消費デフレーターは前述ａ．における活動別に、投入コスト型で推計する。 
なお、『産業連関表』の投入品目をコモ６桁レベルに組み替え、基本単位デフレー

ター（中間消費部門）及び建設補修デフレーターを対応させることにより推計する。 
 
 ｃ．雇用者報酬デフレーター 

 活動別雇用者報酬デフレーターは、各々の賃金指数による。具体的には以下のとおり。 
（ａ）政府分（学術研究を除く） 

『国家公務員給与実態調査』（人事院）、『地方公務員給与の実態』（総務省）を用い

て、学歴経験年数別１人当たり給与指数をパーシェ統合した人件費デフレーターを

作成する。 
（ｂ）非営利分（自然・人文科学研究機関を除く） 

『毎月勤労統計』を用いて、教育、産業計の現金給与総額（常用雇用者規模５人以

上の事業所）を指数化する。 
 
ｄ．生産デフレーターの作成 
 対応するデフレーターが直接推計される学術研究（政府）、自然・人文科学研究機関

（非営利）を除く活動別については、上記により、各にコストに対応するデフレーター

が推計される。それぞれのコストを実質化した後、集計して実質産出額を得る。（下式

では簡単化のため固定基準年方式の場合を示しているが、実際の推計では連鎖方式を

採用しており、本章３．（１）「連鎖方式の基本算式について」に示される基本算式に基

づく。）これにより名目値を除して、生産のインプリシット・デフレーターを得る。 
 

生産デフレーター＝
実質生産額

名目生産額
 

  ＝

　デフレーター

　雇用者報酬

　雇用者報酬　　

　デフレーター

総固定資本形成

　固定資本減耗　　

中間消費デフレーター

る税　　生産・輸入品に課され　中間消費

雇用者報酬る税生産･輸入品に課され固定資本減耗中間消費

++
+

+++  

 

３．国内総生産（支出側）デフレーターと実質値 

（１）連鎖方式の基本算式について 
 実質値及びデフレーターの計算においては連鎖方式を採用している。次節以降で説

明する項目別デフレーターの推計で用いる連鎖方式の基本算式は以下のとおり。 
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ktCP ,
：ｔ年第ｋ四半期のデフレーター（連鎖方式） 

 
ktCV ,
：ｔ年第ｋ四半期の実質値（連鎖方式） 

 i
ktP , ：ｉ財のｔ年第ｋ四半期の価格指数、

i
ktQ , ：ｉ財のｔ年第ｋ四半期の実質値 

 
（第４四半期重複法とは） 

実質値の計算にあたっては、Ｔ年 10～12 月期とＴ＋１年 1～3 月期の基準年が異な

ることによる 1～3 月期の前期比成長率の断層が生じないよう「第４四半期重複法」

（下図参照）により毎年の第４四半期において計数を接続（リンク）する。 
 

 
             リンク 
 
 
 
 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 
Ｔ年 Ｔ＋１年 

 

Ｔ－１年基準 

Ｔ年基準 

リンク後の計数 
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これにより、四半期データから作成した四半期値（実質値）の暦年合計が、暦年デ

ータから作成した暦年値（実質値）に一致しなくなるため（時間的加法整合性の不成

立）、暦年値を四半期値の情報を用いて分割（ベンチマーク）する。ベンチマークの

手法としては比例デントン法を用いる。なお、毎期の速報推計においては、第二次年

次推計暦年の 1～3 月期まで遡及して四半期値を改定する。 
 

2

2 1

1min∑
= −

−







−

T

t t

t

t

t

I
X

I
X

 ｓ．ｔ． ),,1(
4

34
β⋅⋅⋅⋅⋅==∑

−=

yAX y

y

yt
t  

    t：四半期 t , 4y-3 は y 年の第１四半期 , 4y は y 年の第４四半期 
    Xt：求めるべき四半期値 
    It：元となる四半期値 
    Ay：ベンチマークとなる y 年の暦年値 
    β：ベンチマークとなる Ay が存在する最終年 y 
    T：Itが存在する最終四半期ｔ 

 

（２）家計最終消費支出 
 目的分類別、形態別（第 7 章参照）および家計最終消費支出全体の実質値は以下のよ

うに推計する。 
① まず、コモ法８桁品目の家計最終消費支出を各目的分類に対応させる。 

各目的分類に対応して、それを構成するコモ８桁品目家計消費の暦年計数をウェ

イトにコモ８桁品目の頭６桁に対応するコモ６桁品目別基本単位デフレーター（家

計消費部門）の四半期計数を連鎖統合して、各目的分類のデフレーターの四半期計数

を作成する。 
 

② 目的分類ごとにその名目家計最終消費支出額を①で求めた目的分類別デフレータ

ーで除すことにより目的分類別実質値を求める。 

k)DMi(t,
k)CMNi(t,  k)CMRi(t, =  

CMRi(t,k)：目的分類 i の実質家計最終消費支出額（t 年第 k 四半期） 
CMNi(t,k)：目的分類 i の名目家計最終消費支出額（t 年第 k 四半期） 
DMi (t,k)：目的分類 i の家計最終消費支出デフレーター(t 年第 k 四半期)  

 
③ 88 目的分類別に集計した目的分類別家計最終消費支出は４種類の形態別家計最終



第８章 デフレーターと実質化 
 

- 94 - 
 

消費支出のどれか一つに対応するように設計されているので、形態別実質値は、目的

分類別実質値を形態別に連鎖統合することによって求める。形態別家計最終消費支出

デフレーターはこの形態別実質値で形態別名目値を除すことにより、事後的に求める。 
 

④ 家計最終消費支出全体の実質値は、４形態別に集計した実質値を連鎖統合すること

によって求める。家計最終消費支出全体のデフレーターは、これにより求めた家計最

終消費支出全体の実質値で家計最終消費支出の名目値を除すことにより、事後的に求

める。 
 
（３）政府最終消費支出および対家計民間非営利団体最終消費支出 

 政府最終消費支出および対家計民間非営利団体最終消費支出の実質値は、生産され

たそれぞれのサービスの自己消費分をその活動別の政府・非営利サービスデフレータ

ー（本章「２．（３）政府・非営利サービスデフレーター」を参照）で実質化し、それ

ぞれについて集計することによって求める。政府および対家計民間非営利団体の最終

消費支出のデフレーターは事後的に求めることになる。 
  

（４）総固定資本形成 
 総固定資本形成（制度部門別、住宅・企業設備別）のデフレーターは、機械等につい

ては２．（１）の基本単位デフレーター（総固定資本形成部門）を対応させる。建設部

門については２．（２）の建設デフレーター（木造住宅、木造非住宅、非木造住宅、非

木造非住宅、その他建設）を対応させることにより推計する。 
 
ａ．総固定資本形成マトリックス 

『産業連関表』の固定資本マトリックスを基本として、SNA 概念に合わせる処理を

行い、制度部門別に組み替えること等により、「総固定資本形成原マトリックス」を作

成する。なお、平成 17 年基準までは SNA 概念に組み替えた『産業連関表』の固定資

本マトリックス（５年ごとの基準年）の間で等差補間を行うことで各年の「総固定資本

形成原マトリックス」を推計していたが（当時の基準年（平成 17 年）以降の「総固定

資本形成原マトリックス」には、平成 17 年の「総固定資本形成原マトリックス」を使

用）、平成 23 年基準ではストック推計で毎年推計する「固定資本マトリックス」を、各

年の「総固定資本形成原マトリックス」として使用する。 
各四半期の供給側推計の総固定資本形成額を暦年値における制度部門別のウェイト

により分割したもの（列の合計）、各四半期の供給側推計等により得られるコモ法６桁

品目別の総固定資本形成額等（行の合計）及び制度部門別・品目別総固定資本形成額の

初期値となる「総固定資本形成原マトリックス」を用いて、RAS 法により四半期別の

総固定資本形成マトリックスを作成する。 
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図８－３ 総固定資本形成マトリックス 
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（備考）非市場生産者（政府、非営利）から産出される総固定資本形成は研究・開発（R&D）の

み。いずれも自己勘定総固定資本形成であり自部門（一般政府、対家計民間非営利団体）

に計上。 

 
ｂ．８制度部門別デフレーターの推計 
 ａ．で求めた四半期ごとの総固定資本形成マトリックスの名目値をウェイトとし

て、基本単位デフレーター（総固定資本形成部門）及び建設デフレーターを連鎖統合

して求める。 
 

ｃ．実質化 
 総固定資本形成の実質化は、制度部門別、住宅・企業設備別の名目額を上記の対応

（ＲＡＳ法で分割） 
コ
モ
法 

＋
建
築
物
着
工
統
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するデフレーターで除する。これを連鎖方式で集計することで表章項目の実質値を得

る。 
表章項目ごとのデフレーターは項目計の名目値を項目計の実質値で除すことによっ

てインプリシットに求める。 
 
（５）輸出（入） 
ａ．輸出（入）の実質値は、コモ法６桁レベルで推計した後それを統合して下位項目

（財貨、サービス）を推計し、下位項目を統合して上位項目（財貨・サービスの輸

出（入））を推計する。 
下位項目である財貨の輸出（入）及びサービスの輸出（入）は、それぞれの６桁

品目レベルの名目値（『国際収支統計』を組み替えて下位項目の総額を推計し、そ

れらを財貨についてはコモ法６桁レベルの情報で分割し、サービスについては基準

年の情報をもとに分割して推計する）をそれに対応する基本単位デフレーター（輸

出部門、輸入部門）で実質化した実質値と当該デフレーターを組み合わせて推計す

る。 
上位項目である財貨・サービスの輸出（入）は、上記の方法により求めた下位項

目の実質値とこれに対応するインプリシット・デフレーター、居住者家計および非

居住者家計の直接購入の実質値とデフレーターを統合して推計する。 
 

ｂ．その他のデフレーター 
（ａ）非居住者家計の国内での直接購入については『消費者物価指数（全国、持家の

帰属家賃を除く総合）』を用いる。 
（ｂ）居住者家計の海外での直接購入については、出国旅行先上位４か国・地域の

『消費者物価指数（総合）』を為替レート換算した上で、年ごとの出国旅行者を

ウェイトにして連鎖統合する。 
 
（６）国内総生産（支出側） 

 以上によって得た国内総生産（支出側）の表章項目別に対応する実質値を連鎖統合し、

実質国内総生産（支出側）を得る。この実質値で名目国内総生産（支出側）を除すこと

により、国内総生産（支出側）デフレーターを得る。 
 

４．国内総生産（生産側）デフレーターと実質値 

 国内総生産（生産側）の実質化は、経済活動別（市場生産者、非市場生産者（一般政府、

対家計民間非営利団体））の国内総生産、輸入品に課される税・関税および総資本形成に

係る消費税をそれぞれ実質化して統合することにより行う。 
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なお、経済活動別国内総生産の実質化は、経済活動別産出額と経済活動別中間投入額の

それぞれを実質化し、その差額から求めるダブルデフレーション方式 ２７により行う。 
この方式によれば、理論上、実質国内総生産（生産側）と実質国内総生産（支出側）の

等価が図られ、システムの整合性が保てるという利点がある。 
連鎖の実質値（前暦年基準ラスパイレス型数量指数、参照年＝2011 年）に関しては基

本的に加法整合性が満たされないため、前暦年基準実質値（以下数式の∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡−1𝑞𝑞𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 ）の段階

でＶ表の行和、Ｕ表の列和等の計算やダブルデフレーションを行う。 
 
 
 

LV：連鎖実質値 ｐ：価格指数 q：数量指数 i：品目（産業） t：時点 
 

（１）市場生産者の経済活動別国内総生産の実質化 
ａ．産出額の実質化 

①  Ｖ表（経済活動別財貨・サービス産出表）分類別産出デフレーターの算出 
コモ法６桁品目の産出額について、それぞれ対応するコモ法６桁品目別の基本単

位デフレーター（生産部門）で実質化する。Ｖ表分類別産出デフレーターは、コモ

法６桁品目の産出額の名目値と実質値をそれぞれ約 90のＶ表分類別（第３章参照）

に集計後、名目値を実質値で除すことにより求める。 
②  名目主産物Ｖ表 ２８の各列（財貨・サービス）を、①で作成したＶ表分類別産出デ

フレーターにより除すことで、実質主産物Ｖ表を作成する。 
③ 同様に、コモ法６桁品目の屑・副産物産出額の名目値を、コモ法６桁品目別の基

本単位デフレーター（生産部門）で実質化し、実質屑・副産物Ｖ表を作成する。 
④ ②の実質主産物Ｖ表に③の実質屑・副産物Ｖ表を加算し、実質Ｖ表を作成する。

実質Ｖ表の行和より経済活動別実質産出額を得る。 
 

  ｂ．中間投入額の実質化 
中間投入額は、名目Ｕ表（経済活動別財貨・サービス投入表）の各行（財貨・サー

ビス）をコモ法６桁品目別の基本単位デフレーター（中間消費部門）で実質化し、実

質Ｕ表を作成する。実質Ｕ表の列和より経済活動別実質中間投入額を得る。経済活動

別中間投入デフレーターはインプリシット・デフレーターとして求める。 
 

ｃ．経済活動別実質国内総生産 
経済活動別実質国内総生産は、ａ．で求めた経済活動別実質産出額から、ｂ．で求

                                                   
２７ 連鎖方式では加法整合性が満たされないため、加減算は前暦年基準の実質値により行う。 
２８ 主産物Ｖ表や屑・副産物Ｖ表については、第３章を参照。 
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めた経済活動別実質中間投入額を差し引くダブルデフレーション方式により求める。 
  
（２）非市場生産者の国内総生産の実質化 

 産出額の実質値から中間投入額の実質値を差し引くというダブルデフレーション方

式で行う。産出額及び中間投入額の実質値は産出額及び中間投入額をそれぞれ生産デ

フレーター、中間消費デフレーターで実質化して求める。（本章２．（３）の「政府・非

営利サービスデフレーター」及び本章３．（３）の「政府最終消費支出及び対家計民間

非営利団体最終消費支出」参照。） 
 
（３）輸入品に課される税・関税（生産側）の実質化 

輸入品に課される税・関税の実質値は、基本単位デフレーター（輸入部門）と税率に

関する情報を用い、財貨・サービスごとにコモ法で求められる輸入税額から物価と税率

の変更の影響を除くことにより求める。 
 
（４）国内総生産（生産側）の実質化 

 市場生産者、非市場生産者の経済活動別実質国内総生産、輸入品に課される税・関税

の実質値の集計値から、総資本形成に係る消費税の実質値を控除することによって実

質国内総生産（生産側）を得る。 
 国内総生産デフレーター（生産側）は、名目国内総生産（生産側）を実質国内総生産

（生産側）で除すことにより事後的に得る。 
 

  



 
 

 

（参考）寄与度の計算方法について 
 
連鎖方式による実質 GDP 成長率（支出側）に対する各内訳項目（項目 i ）の寄与度計算は、以下のように行う。 

tip ,
： t 暦年の下位項目デフレーター, )(

,
k
tiq ： t 暦年(第 k 四半期)の下位項目数量指数, T ：T 年度( t 暦年第２四半期～ 1+t 暦年第１四半期) 

(1) 暦年計数（前年比） 
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(2) 四半期計数（前期比） 
 

※ 寄与度の合計とベンチマーク（比例デントン法）後の増加率の開差は比例的に配分 
 
 

(3) 四半期計数（前年同期比） 
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≒  （近似式）    ※ 寄与度の合計と増加率の開差は比例的に配分 

(4) 年度計数（前年度比） 
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※ 寄与度の合計と増加率の開差は比例的に配分 
 

留意点 (1)「純輸出」については、寄与度の符号が前期差の符号と逆になることがあり得る（純輸出実質額は「輸出－輸入」の実質額の単純引

き算により求めているため）。この場合、寄与度の与える符号が正しいものである。 
(2)「国内需要」「民間需要」「公的需要」「総固定資本形成」「最終需要」の寄与度は、下位内訳項目の寄与度計とは一致しない。
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在庫残高を用いる） 
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